
1961年1月16日第3種郵便物認可　1991年12月1日　第374号（毎月1回1日発行1部50円）

物吻解物解拶獅耀脂肉多渉渉拶幽幽獅忌物躍良酒物打；露2解詔物膨渉詔拶渉拶

No．374　　　　　　　　　1991．12

　　　　　　　　　　日誌連「税制シンポジウム」

　　　　　　　　　　　　　　（関連記事3面）

搬駅全日本仏教会JAPAN　BUDDHIST　FEDERATI・N



仏全1991年12月1日

　
本
会
の
理
事
会
が
、
去
る
十
月
二
十
二
日
午
後
三

時
か
ら
、
東
京
グ
ラ
ン
ド
ホ
テ
ル
で
開
催
さ
れ
た
。

白
川
理
事
長
御
導
師
に
よ
る
三
帰
依
文
唱
和
、
挨
拶

に
つ
づ
い
て
、
議
事
録
署
名
人
に
伊
東
盛
熈
、
高
藤

法
雄
の
二
藍
を
選
出
、
議
事
に
入
っ
た
。

　
議
案
第
嗣
号
「
平
成
四
年
度
予
算
編
成
の
基
本
方

針
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
件
」

　
白
川
理
事
長
よ
り
上
程
。
剛
山
財
務
部
長
が
配
布

資
料
を
説
明
、
質
疑
の
後
、
原
案
通
り
承
認
さ
れ
た
。

　
議
案
第
二
号
「
ル
ン
ビ
ニ
ー
園
マ
ヤ
堂
修
復
工
事

の
今
後
の
進
め
方
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
件
」

　
白
川
理
事
長
よ
り
上
程
。
久
米
原
国
際
文
化
部
長

が
、
「
ネ
パ
ー
ル
文
部
省
と
の
会
談
覚
書
」
等
を
朗

読
。
川
井
ル
ン
ビ
ニ
i
委
員
長
が
、
ネ
パ
ー
ル
の
政

治
情
勢
、
ル
ン
ビ
ニ
ー
委
員
会
の
結
論
等
を
詳
細
に

説
明
し
「
覚
書
」
に
従
っ
て
事
業
を
推
進
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
状
況
に
あ
る
、
と
の
報
告
を
行
っ
た
。

　
出
席
者
か
ら
、
今
回
の
「
覚
書
」
の
性
格
と
そ
の

理
解
に
対
し
て
、
活
発
な
質
問
や
意
見
が
述
べ
ら
れ

た
。　
そ
の
結
果
、
①
本
年
十
一
月
か
ら
「
覚
書
」
に
従

っ
て
、
ネ
パ
ー
ル
文
部
省
考
古
局
が
提
示
し
た
「
概

算
見
積
」
と
本
会
の
必
要
経
費
を
含
め
て
一
千
万
円

程
度
の
予
算
で
マ
ヤ
堂
考
古
学
調
査
の
予
備
作
業
に

入
る
、
②
今
後
ネ
パ
ー
ル
側
と
の
対
応
は
、
慎
重
を

期
す
る
と
と
も
に
「
協
定
書
」
と
「
覚
書
」
の
関
連

の
保
証
を
ネ
パ
ー
ル
側
か
ら
取
る
よ
う
努
力
す
る
、

③
一
九
九
二
年
三
月
開
催
予
定
の
専
門
家
会
議
の
後
、

同
年
九
月
開
始
予
定
の
本
格
的
な
考
古
学
調
査
の
実

施
計
画
及
び
予
算
案
を
策
定
し
理
事
会
に
諮
る
、
と

再
度
提
案
理
由
の
説
明
が
行
わ
れ
、
議
案
は
承
認
さ

れ
た
。

　
事
務
総
局
各
部
報
告

　
各
担
当
部
長
よ
り
報
告
が
行
わ
れ
た
。

東
京
グ
ラ
ン
ド
ホ
テ
ル
で
開
か
れ
た
理
事
会

『
大
正
新
修
大
蔵
経
索
引
』
完
成
記
念
祝
賀
会

　
『
大
正
新
修
大
蔵
経
索
引
』
完
成
記
念
祝
賀
会
が
、

去
る
十
月
二
十
日
午
後
五
時
か
ら
、
東
京
・
池
袋
の

サ
ン
シ
ャ
イ
ン
・
プ
リ
ン
ス
ホ
テ
ル
で
開
催
さ
れ
た
。

『
大
蔵
経
総
索
引
』
は
昭
和
三
十
三
年
に
事
業
が
開

始
さ
れ
、
約
三
十
年
を
経
て
四
十
五
巻
五
十
冊
が
こ

の
ほ
ど
完
成
し
た
。

　
当
日
は
、
大
谷
、
高
野
山
、
駒
沢
、
大
正
、
立
正
、

龍
谷
の
仏
教
系
六
大
学
の
研
究
者
、
仏
教
界
、
官
・

財
界
、
出
版
界
の
関
係
者
約
二
百
名
が
出
席
し
た
。

　
武
内
紹
晃
・
大
蔵
経
学
術
用
語
研
究
会
代
表
理
事

の
開
会
の
挨
拶
に
つ
づ
き
、
桜
井
秀
雄
・
仏
教
学
術

振
興
会
理
事
長
、
土
井
正
治
・
仏
教
学
術
振
興
会
会

長
が
挨
拶
、
文
部
省
学
術
国
際
局
の
橋
本
美
克
氏
、

白
川
良
純
・
本
会
理
事
長
、
前
田
専
学
・
日
本
印
度

学
仏
教
学
会
理
事
長
が
祝
辞
を
述
べ
た
。

　
出
席
者
は
『
大
蔵
経
総
索
引
』
刊
行
へ
向
け
て
の
、

三
十
年
に
わ
た
る
作
成
作
業
の
苦
労
談
に
思
い
を
馳

せ
、
仏
教
界
の
大
慶
事
を
祝
っ
て
い
た
。
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1991年12月1日仏全

石
村
耕
治
氏
（
朝
日
大
学
法
学
部
教
授
）
が
講
演

　
第
入
回
宗
教
と
税
制
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
主
催
・
日

本
宗
教
連
盟
）
が
、
十
一
月
二
十
日
午
後
二
時
か
ら

イ
グ
ナ
チ
オ
会
館
（
東
京
・
四
谷
）
で
開
催
さ
れ
た
。

　
主
催
者
の
挨
拶
に
続
い
て
、
朝
日
大
学
法
学
部
教

授
の
石
村
耕
治
氏
が
、
「
高
度
情
報
化
社
会
と
宗
教

法
人
課
税
の
動
向
1
こ
れ
か
ら
の
宗
教
法
人
の
課
税

問
題
と
信
教
の
自
由
」
と
題
し
て
、
要
旨
次
の
よ
う

な
講
演
を
行
っ
た
。

　
　
　
　
　
※
　
　
　
　
※
　
　
　
　
※

　
バ
ブ
ル
経
済
の
崩
壊
に
よ
り
税
収
の
伸
び
が
鈍
化

し
て
き
て
い
る
。
こ
の
と
こ
ろ
一
段
落
、
と
い
っ
た

感
じ
も
す
る
、
宗
教
心
に
対
す
る
”
税
の
攻
勢
”
が

再
び
始
ま
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　
ま
た
一
方
で
は
、
日
本
社
会
の
高
度
情
報
化
と
と

も
に
経
済
の
構
造
を
徹
底
的
に
透
明
化
し
て
行
こ
う

と
い
う
動
き
も
活
発
化
し
て
こ
よ
う
。
”
経
理
面
で

開
か
れ
た
宗
教
法
人
”
の
確
立
に
向
け
て
の
努
力
が
、

宗
教
人
に
求
め
ら
れ
て
く
る
の
は
必
須
と
い
え
よ
う
。

　
こ
う
し
た
状
況
の
も
と
、
高
度
情
報
化
社
会
に
お

け
る
宗
教
法
人
を
め
ぐ
る
税
の
問
題
や
信
教
の
自
由

を
い
か
に
守
っ
て
い
く
か
を
、
十
分
に
検
討
し
、
認

識
を
高
め
て
お
く
こ
と
は
大
切
で
あ
る
。

　
宗
教
法
人
に
つ
い
て
は
、
課
税
政
策
上
、
非
課
税

を
原
則
と
し
て
い
る
。
こ
の
非
課
税
原
則
自
体
は
、

「
信
教
の
自
由
」
な
い
し
は
「
政
教
分
離
」
と
い
う

憲
法
上
の
要
請
を
確
固
た
る
も
の
に
す
る
意
味
に
お

い
て
、
重
大
な
意
義
を
有
し
て
い
る
。
こ
の
宗
教
法

人
の
非
課
税
と
さ
れ
る
範
囲
の
「
所
得
」
と
は
、
あ

く
ま
で
も
税
務
上
の
「
収
益
事
業
以
外
」
に
限
定
さ

れ
る
。

　
一
般
に
課
税
庁
と
の
間
で
問
題
と
な
る
の
は
、
宗

教
法
人
の
あ
げ
た
所
得
が
、
「
収
益
事
業
」
に
あ
た

る
分
な
の
か
、
「
収
益
事
業
以
外
」
に
あ
た
る
の
か
、

と
い
う
点
で
あ
る
。

　
次
に
、
金
融
収
益
課
税
に
関
す
る
問
題
だ
が
、
政

府
税
調
の
答
申
（
昭
和
五
十
入
年
）
に
は
、
「
公
益

法
人
等
の
資
産
の
運
用
か
ら
生
ず
る
果
実
と
も
い
う

べ
き
金
融
収
益
は
、
現
在
収
益
事
業
と
さ
れ
て
い
る

事
業
か
ら
生
ず
る
収
益
と
経
済
的
価
値
に
お
い
て
基

本
的
に
異
な
る
こ
と
は
な
い
…
…
、
公
益
事
業
に
属

す
る
金
融
収
益
に
関
し
、
応
分
の
税
負
担
を
求
め
る

こ
と
に
つ
い
て
、
検
討
を
行
う
べ
き
で
あ
る
」
と
い

っ
て
い
る
。

　
金
融
収
益
に
課
税
を
行
っ
た
場
合
の
問
題
点
は
、

①
宗
教
活
動
へ
課
税
権
力
が
介
入
す
る
こ
と
に
な
る

の
か
、
②
宗
教
法
人
は
財
政
的
に
逼
迫
化
す
る
の
か
、

③
宗
教
法
人
経
理
の
透
明
化
に
役
立
つ
の
で
は
な
い

か
、
等
で
あ
る
。

　
、
今
後
、
問
題
と
な
り
そ
う
な
の
は
「
納
税
者
背
番

号
制
」
で
あ
る
。
不
公
平
な
税
制
の
是
正
、
正
確
な

所
得
の
把
握
や
税
務
行
政
の
効
率
化
等
の
た
め
納
税

者
背
番
号
制
を
導
入
し
て
は
ど
う
か
、
と
の
声
が
高

ま
り
つ
つ
あ
り
、
政
府
税
調
は
、
こ
の
制
度
導
入
に

向
け
た
本
格
的
な
検
討
を
行
っ
て
い
る
。
平
成
七
年

度
頃
の
稼
働
を
目
指
し
て
い
る
と
も
い
わ
れ
る
。

　
も
し
こ
れ
が
導
入
さ
れ
る
と
、
法
人
、
個
人
全
て
　
　
翫

に
番
号
が
付
け
ら
れ
、
納
税
申
告
、
金
融
口
座
の
開
　
　
一

州
、
利
子
や
配
当
、
給
与
の
受
取
等
、
各
人
の
金
融

情
報
は
、
全
て
国
税
庁
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
照
合
出

来
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
経
済
構
造
の
高
度
情
報
化
・
透
明

化
と
い
っ
た
状
況
を
十
分
に
認
識
し
て
お
く
こ
と
は
、

今
後
の
宗
教
人
に
と
り
、
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
．

同
時
に
、
課
税
庁
な
ど
と
の
対
応
に
あ
た
り
、
宗
教

人
は
宗
教
法
人
法
八
十
四
条
の
趣
旨
を
認
識
し
た
行

動
を
と
れ
る
よ
う
に
心
構
え
を
し
て
お
く
必
要
が
あ

る
。
経
済
面
で
の
不
手
際
な
ど
か
ら
不
当
な
介
入
を

招
か
な
い
よ
う
、
注
意
を
怠
ら
な
い
こ
と
が
大
切
で

あ
る
。
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第
十
四
回
「
業
・
軸
部
羅
問
題
」
に
関
す
る
研
究
会

智
山
派
に
お
け
る
同
和
問
題
へ
の
取
り
組
み

順租

ﾆ
置
謝
二
四

　
第
十
四
回
「
業
・
施
陀
羅
問
題
」
に
関
す
る
研
究

会
が
、
去
る
九
月
九
日
午
後
一
時
か
ら
、
真
言
宗
豊

山
派
宗
務
所
会
議
室
で
開
催
さ
れ
、
真
言
宗
智
山
派

同
和
推
進
本
部
事
務
局
長
・
旭
照
雅
師
は
、
「
智
山

派
に
お
け
る
同
和
問
題
へ
の
取
り
組
み
」
を
テ
ー
マ

に
、
要
旨
つ
ぎ
の
よ
う
な
発
表
を
行
っ
た
。

　
　
　
※
　
　
　
　
※
　
　
　
　
※

1
、
同
和
問
題
に
関
す
る
本
葺
の
活
動

　
同
和
問
題
に
関
す
る
本
官
の
活
動
と
し
て
挙
げ
ら

れ
る
の
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
①
差
別
戒
名
に
つ
い
て

イ
、
差
別
戒
名
調
査

　
昭
和
五
十
七
年
、
五
十
早
年
、
六
十
一
年
に
同
和

地
区
の
有
無
や
差
別
戒
名
記
載
の
過
去
帳
・
墓
石
の先師照旭

照　♂

雅

実
態
調
査
を
実
施
し
た
。

ロ
、
過
去
帳
の
書
き
換
え
指
導

　
原
則
と
し
て
は
差
別
戒
名
記
載
の
過
去
帳
す
べ
て

を
書
き
換
え
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
し
か
し
差
し
替

え
が
可
能
な
場
合
は
そ
れ
を
可
と
す
る
こ
と
、
ま
た

書
き
換
え
が
何
ら
か
の
理
由
で
困
難
な
場
合
は
本
庁

に
て
手
助
け
を
す
る
こ
と
が
申
し
合
わ
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
結
果
、
現
在
四
ヶ
寺
で
書
き
換
え
が
完
了
し
て

い
る
。

　
な
お
、
過
去
帳
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
は
、
身
元

調
査
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
知
ら
し
め
た
。

ハ、

謳
ﾎ
改
修

　
改
修
方
法
は
墓
石
を
境
内
に
集
め
、
供
養
塔
を
建

て
る
よ
う
指
導
し
、
改
修
費
用
の
一
部
を
宗
派
が
負

担
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
て
い
る
。
現
在
、
入
ヶ
寺

に
て
改
修
作
業
が
終
了
し
て
い
る
が
、
改
修
方
法
は

施
主
の
意
向
を
重
視
す
る
た
め
様
々
な
方
法
が
と
ら

れ
て
い
る
。

　
②
差
別
文
章
・
発
言
に
つ
い
て

　
昭
和
五
十
華
年
十
月
目
『
真
言
宗
実
践
双
書
』
の
一

完
全
回
収
が
確
認
さ
れ
、
昭
和
五
十
九
年
六
月
「
幟

悔
立
誓
式
L
を
行
っ
た
。
問
題
の
図
書
は
部
落
解
放

同
盟
と
真
言
四
宗
派
の
一
部
ず
つ
を
残
し
、
す
べ
て

焼
却
し
た
。
さ
ら
に
同
年
十
一
月
三
十
日
最
終
報
告

書
を
部
落
解
放
同
盟
に
提
出
し
た
。

　
③
経
典
・
次
第
類
に
つ
い
て

イ
、
『
理
趣
経
』
等
の
経
典
・
次
第
類

　
貴
賎
霊
等
の
語
句
、
特
に
貴
賎
が
見
ら
れ
る
経
典
・

次
第
は
、
数
多
く
存
在
す
る
。
と
り
わ
け
『
理
趣
経
』

に
つ
い
て
は
訂
正
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
答
申
は
出

て
い
る
が
、
そ
の
具
体
的
取
り
扱
い
に
つ
い
て
の
宗

団
の
見
解
は
明
確
に
な
っ
て
い
な
い
。
高
野
山
真
言

宗
で
は
『
理
趣
経
』
に
関
し
て
は
一
切
霊
等
と
訂
正

し
て
い
る
。
本
宗
に
お
い
て
は
、
各
山
会
同
和
推
進

専
門
委
員
会
に
諮
問
中
で
あ
る
。

ロ
、
『
性
霊
集
』
に
つ
い
て

　
栴
陀
羅
問
題
に
つ
い
て
は
、
朝
日
新
聞
（
昭
和
五

十
九
年
六
月
三
日
付
）
の
問
題
提
起
と
部
落
解
放
同

盟
か
ら
の
『
性
霊
集
』
に
関
す
る
緊
急
質
問
状
を
受

け
て
、
昭
和
五
十
九
年
翌
月
に
回
答
を
行
っ
た
の
み

で
あ
る
。

　
ま
た
、
「
エ
ミ
シ
」
の
問
題
に
つ
い
て
は
研
究
が

進
ま
ず
、
見
解
も
出
さ
れ
て
い
な
い
。

ハ、

^
言
三
和
讃
と
因
果
和
讃
利
用
に
関
す
る
調
査

　
同
和
問
題
に
関
す
る
真
言
宗
四
宗
派
連
絡
協
議
会

の
席
上
、
高
野
山
真
言
宗
よ
り
『
仏
前
勤
行
次
第
』

改
正
の
趣
旨
及
び
改
正
箇
所
の
説
明
が
あ
っ
た
。
各

宗
派
は
そ
の
内
容
を
了
承
し
、
そ
の
後
の
措
置
に
つ

一4一
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い
て
は
各
宗
独
自
に
行
う
こ
と
が
申
し
合
わ
さ
れ
た
。

　
本
宗
に
お
い
て
は
昭
和
六
十
年
の
総
合
調
査
に
よ

っ
て
、
真
言
三
和
讃
・
因
果
和
讃
の
利
用
状
況
が
把

握
さ
れ
た
。
そ
の
後
個
別
的
な
指
導
は
あ
る
も
の
の
、

宗
内
全
体
へ
の
徹
底
し
た
指
導
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

　
④
教
義
に
関
す
る
問
題

　
教
化
研
究
所
よ
り
「
業
論
」
の
主
旨
に
関
す
る
答

申
が
出
て
い
る
が
、
宗
団
と
し
て
の
見
解
は
ま
と
ま

っ
て
い
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
『
理
趣
経
』
と

同
様
に
各
山
会
同
和
推
進
専
門
委
貝
会
に
、
現
在
諮

問
中
で
あ
る
。

⑤
そ
の
他

イ
、
同
和
問
題
に
と
り
く
む
宗
教
教
団
連
帯
会
議
に

　
加
盟
す
る
。
（
昭
和
五
十
六
年
三
月
十
七
日
）

ロ
、
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啓
発

啓
発
ポ
ス
タ
ー
の
配
布

小
冊
子
発
行

宗
報
に
お
け
る
啓
発

同
和
問
題
に
関
す
る
諮
問
と
答
申

諮
問
（
宗
務
総
長
か
ら
教
化
研
究
所
へ
）

答
申
研
究「
同
和
問
題
」
を
め
ぐ
る
我
々
の
課
題

※
未
解
決
の
課
題

①
差
別
戒
名
の
書
き
換
え
と
差
別
戒
名
墓
石
改
修
の

促
進
。

②
『
大
日
経
疏
』
『
理
趣
経
』
で
指
摘
さ
れ
て
い
る

　
箇
所
に
つ
い
て
宗
団
の
見
解
を
ま
と
め
る
。

③
『
性
霊
集
』
に
お
け
る
栴
陀
羅
・
エ
ミ
シ
に
関
す

　
る
宗
団
の
見
解
を
ま
と
め
る
。

④
『
俄
悔
文
』
に
つ
い
て
の
見
解
を
ま
と
め
る
。

⑤
密
教
の
人
間
観
・
社
会
観
を
解
明
し
、
そ
れ
を
現

　
代
の
真
言
宗
僧
侶
が
ど
う
と
ら
え
て
い
く
か
に
つ

　
い
て
考
究
す
る
。

⑥
因
果
和
讃
利
用
の
中
止
指
導
と
旧
三
和
讃
（
『
仏

　
前
勤
行
次
第
』
）
の
回
収
並
び
に
改
定
版
の
利
用

　
促
進
。

⑦
「
業
論
」
に
関
す
る
解
釈
と
そ
の
教
化
方
法
に
関

　
す
る
研
究
。

⑧
本
宗
独
自
の
同
和
研
修
会
の
促
進
。

⑨
小
冊
子
（
教
師
用
・
檀
信
徒
用
）
の
発
行
。

⑩
同
和
教
育
（
教
師
・
子
弟
）
の
確
立
。

※
我
々
の
課
題

　
本
組
に
お
け
る
「
同
和
問
題
」
へ
の
取
り
組
み
は

部
落
解
放
同
盟
を
は
じ
め
と
す
る
運
動
団
体
等
に
よ

る
差
別
事
象
の
指
摘
に
は
じ
ま
っ
た
。
そ
し
て
そ
の

指
摘
は
、
単
な
る
差
別
事
象
の
解
消
の
み
を
求
め
る

も
の
で
は
な
く
、
そ
の
事
象
を
温
存
助
長
し
て
き
た

我
々
宗
団
の
体
質
そ
の
も
の
の
変
革
を
求
め
る
も
の

で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
我
々
の
「
同
和
問
題
」
へ

の
取
り
組
み
は
、
別
個
の
事
象
に
対
す
る
対
策
で
し

か
な
く
、
現
代
の
社
会
通
念
へ
の
安
易
な
迎
合
で
あ

っ
た
と
言
え
よ
う
。

　
問
題
は
、
「
同
和
問
題
」
が
何
故
我
々
に
と
っ
て

問
題
で
あ
る
の
か
と
い
う
基
本
的
な
了
解
が
な
さ
れ

て
い
る
の
か
、
で
あ
る
。
我
々
の
特
に
宗
団
の
問
題

と
す
る
に
は
、
い
わ
ゆ
る
こ
れ
ま
で
の
よ
う
な
常
識

と
し
て
の
社
会
通
念
に
基
づ
く
見
解
の
表
明
で
あ
っ

て
は
な
ら
な
い
。

　
我
々
の
立
場
で
「
同
和
問
題
」
を
と
ら
え
る
こ
と

は
、
基
本
的
に
、
ま
ず
こ
れ
ま
で
の
「
同
和
問
題
」

に
対
す
る
取
り
組
み
の
姿
勢
（
宗
団
の
現
状
・
既
成

仏
教
教
団
の
在
り
方
）
を
真
摯
に
反
省
す
る
こ
と
で

あ
る
。
そ
し
て
そ
の
反
省
に
立
っ
た
宗
団
レ
ベ
ル
の
自
己

変
革
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
作
成
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

　
ま
た
個
人
レ
ベ
ル
で
は
、
各
教
師
が
現
在
考
え
る

仏
教
、
あ
る
い
は
仏
教
者
の
あ
る
べ
き
姿
を
再
確
認
　
　
ト

し
、
「
同
和
問
題
」
に
ど
う
か
か
わ
っ
て
い
く
べ
き
　
　
一

な
の
か
を
自
分
な
り
に
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
そ
う

い
う
こ
と
が
な
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
宗
団
と
し
て

の
自
己
変
革
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
有
効
性
を
発
揮
し
な
い

ば
か
り
で
な
く
、
単
な
る
机
上
の
空
論
で
終
わ
っ
て

し
ま
う
。

　
そ
こ
で
ま
ず
、
各
教
師
を
啓
発
す
る
と
と
も
に
、

勉
強
し
、
行
動
し
得
る
だ
け
の
情
報
を
提
供
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　
そ
の
為
に
は
ま
ず
同
和
推
進
事
務
局
の
活
性
化
を

図
っ
て
啓
発
及
び
情
報
提
供
を
行
い
、
さ
ら
に
教
学
・

教
化
・
事
相
・
教
育
等
幅
広
い
分
野
の
関
係
者
か
ら

な
る
協
議
会
を
設
置
す
る
こ
と
が
急
務
で
あ
る
。
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全
日
本
仏
教
会
顧
問
弁
護
士

長
谷
川
．
正
浩

　
去
る
九
月
二
十
日
、
日
本
弁
護
士
連
合
会
は
同
会
理
事
会
で
、
政
府
の
「
臨
時
脳
死
及
び
臓

器
移
植
調
査
会
」
の
中
間
意
見
書
に
対
し
て
、
「
脳
死
を
人
の
死
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
」

と
い
う
主
旨
の
意
見
書
を
承
認
し
た
。
そ
こ
で
、
本
会
顧
問
弁
護
士
の
長
谷
川
正
浩
師
に
「
脳

死
臨
調
の
中
間
意
見
に
対
す
る
日
弁
連
意
見
書
を
読
ん
で
」
と
の
テ
ー
マ
で
、
ご
執
筆
い
た
だ

い
た
。

　
「
脳
死
臨
調
の
中
間
意
見
」
に
対
す
る
日
本
弁
護

士
連
合
会
の
意
見
書
を
読
ん
だ
。
こ
の
日
弁
連
の
意

見
書
（
以
下
単
に
意
見
書
と
の
み
い
う
）
は
、
脳
死

臨
調
の
中
間
意
見
（
以
下
単
に
中
間
意
見
と
の
み
い長谷川　正浩師

う
）
の
う
ち
、
そ
の
少
数
意
見
（
以
下
単
に
少
数
意

見
と
の
み
い
う
）
と
考
え
方
を
同
じ
く
す
る
。
私
も

こ
れ
に
賛
成
す
る
。
こ
の
少
数
意
見
は
天
台
宗
顧
問

弁
護
士
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
、
原
秀
男
先
生
と
梅
原
猛

氏
の
二
人
の
委
員
と
弁
護
士
を
含
む
二
人
の
参
与
の

合
計
四
名
の
方
が
、
「
事
は
人
間
の
生
死
に
関
係
す

る
重
大
問
題
で
あ
る
の
で
…
…
責
任
を
は
っ
き
り
さ

せ
る
た
め
…
…
あ
え
て
少
数
意
見
を
公
表
す
る
と
い

う
熱
い
心
を
抑
え
る
こ
と
が
で
き
ず
」
と
い
っ
て
公

表
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
脳
死
を
人
の
死
と
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
、

臓
器
移
植
の
是
非
と
は
別
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
、

脳
死
が
人
の
死
で
あ
れ
ば
臓
器
移
植
は
非
と
は
い
え

な
く
な
る
。
即
ち
、
脳
死
を
人
の
死
と
認
め
る
中
間

意
見
が
臓
器
移
植
を
し
易
く
す
る
結
果
に
な
る
こ
と

は
確
実
で
あ
る
。
も
っ
と
い
え
ば
脳
死
を
人
の
死
と

主
張
す
る
人
の
多
く
は
臓
器
移
植
を
や
り
易
く
す
る

た
め
に
主
張
し
て
い
る
の
だ
と
い
っ
て
も
過
言
で
は

な
い
。

　
と
こ
ろ
で
「
医
師
が
患
者
に
ど
の
よ
う
な
治
療
を

ど
こ
ま
で
行
う
か
を
判
断
す
る
た
め
に
『
脳
死
』
を

ど
う
定
義
し
、
ま
た
ど
の
よ
う
に
判
定
を
す
る
か
は

ま
さ
に
医
学
的
判
断
の
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
人

の
死
と
判
定
す
る
こ
と
は
、
法
的
に
は
、
そ
の
時
点

か
ら
そ
の
者
の
人
権
の
享
有
主
体
と
し
て
の
地
位
を

失
わ
せ
、
生
き
て
い
る
者
と
同
じ
法
的
保
護
を
受
け

る
こ
と
が
な
く
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
ま
た
、
そ

れ
は
、
社
会
的
に
は
、
そ
の
状
態
に
陥
っ
た
者
を
死

者
と
し
て
、
生
き
て
い
る
者
と
違
っ
た
取
扱
い
で
対

処
し
て
い
く
こ
と
が
倫
理
的
に
も
宗
教
的
に
も
社
会

習
俗
の
面
で
も
非
難
さ
れ
た
り
違
和
感
を
感
じ
た
り

す
る
こ
と
が
な
く
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
（
意
見
書

入
頁
）
。
」

　
だ
か
ら
人
の
死
を
論
ず
る
の
は
、
ひ
と
り
医
師
の

仕
事
だ
け
で
は
な
く
、
広
く
法
学
者
、
哲
学
者
、
宗

教
者
等
を
含
む
社
会
一
般
人
の
義
務
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
に
も
拘
ら
ず
、
脳
死
臨
調
の
委
貝
の
中
に
宗

教
者
が
一
人
も
い
な
い
の
は
極
め
て
奇
異
と
い
う
ほ

か
は
な
い
。

　
私
は
脳
死
を
人
の
死
と
し
な
い
で
も
（
あ
わ
て
て

社
会
的
合
意
の
な
い
ま
ま
混
乱
を
覚
悟
で
脳
死
を
人

一6一
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の
死
と
す
る
こ
と
は
な
い
、
三
微
蛋
民
で
十
分
で
あ

る
）
、
臓
器
移
植
は
可
能
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

そ
し
て
、
少
数
意
見
の
い
う
四
つ
の
条
件
に
賛
成
で

あ
る
。
即
ち
、
レ
シ
ピ
エ
ン
ト
の
選
択
が
医
学
的
に

も
社
会
的
、
経
済
的
に
も
公
平
で
あ
る
こ
と
を
当
然

の
前
提
と
し
た
う
え
で
、

①
ド
ナ
ー
本
人
の
摘
出
、
移
植
の
意
思
が
明
確
に
表

　
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

②
現
時
点
に
お
け
る
も
っ
と
も
厳
格
な
定
義
、
判
定

　
基
準
、
判
定
方
法
に
よ
っ
て
公
正
に
「
脳
死
」
が

　
判
定
さ
れ
、
そ
の
確
実
性
が
保
証
さ
れ
て
い
る
こ

　
と
。

③
ド
ナ
ー
及
び
レ
シ
ピ
エ
ン
ト
双
方
の
イ
ン
フ
ォ
ー

　
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
が
確
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

④
摘
出
、
移
植
の
施
設
が
一
般
の
医
療
に
お
い
て
も
、

　
自
己
決
定
権
を
尊
重
す
る
制
度
を
設
け
て
い
る
こ

　
と
、
な
か
ん
ず
く
診
療
録
な
ど
の
閲
覧
・
謄
写
権

　
を
原
則
承
認
し
、
独
立
か
つ
公
正
な
審
査
機
関
を

　
設
け
て
い
る
こ
と
。

　
意
見
書
は
こ
れ
に
つ
ぎ
の
⑤
を
く
わ
え
て
い
る
。

⑤
も
し
移
植
を
う
け
な
け
れ
ば
、
レ
シ
ピ
エ
ン
ト
の

　
生
命
に
危
険
が
及
ぶ
蓋
然
性
が
高
い
こ
と
。

　
　
自
己
の
臓
器
を
提
供
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
他
人

　
の
生
命
を
救
う
の
は
ま
さ
し
く
菩
薩
行
に
ほ
か
な

　
ら
ぬ
。
し
か
し
菩
薩
行
の
名
に
お
い
て
臓
器
提
供

　
が
強
制
さ
れ
た
り
義
務
づ
け
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　
布
施
と
は
、
「
完
全
に
回
心
な
心
か
ら
の
物
質
的

な
施
し
」
を
意
味
す
る
。
臓
器
を
施
す
ド
ナ
ー
、

こ
れ
を
受
け
る
レ
シ
ピ
エ
ン
ト
、
そ
し
た
臓
器
そ

の
も
の
が
、
「
清
浄
」
で
な
け
れ
ば
な
ち
ぬ
。
と

り
わ
け
、
レ
シ
ピ
エ
ン
ト
に
こ
れ
を
要
求
す
る
こ

と
は
酷
な
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
仏
者
の
布
教

の
大
切
で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
思
う
次
第
で
あ
る
。

脳
死
臨
調
の
中
間
意
見
に
対
す
る

日
弁
連
意
見
書
（
骨
子
）

第
一
、
は
じ
め
に

　
現
在
、
脳
死
臨
調
に
お
い
て
「
脳
死
」
と
臓
器
移
植
の
問
題
を

論
じ
て
い
る
の
は
、
早
期
に
、
脳
死
状
態
か
ら
の
臓
器
移
植
の
是

非
に
つ
い
て
何
ら
か
の
結
論
を
出
す
こ
と
を
迫
ら
れ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。

　
脳
死
臨
調
は
、
ま
ず
、
か
つ
て
の
「
和
田
心
臓
移
植
」
が
、
人

権
侵
害
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
認
識
し
、
そ
の
原
因
を
究
明
し
た

上
で
、
再
発
を
防
ぐ
た
め
に
、
医
学
堺
が
医
療
全
般
に
つ
い
て
患

者
の
権
利
の
確
立
に
向
け
た
体
制
を
作
る
よ
う
求
め
る
べ
き
で
あ

る
。　
中
間
意
見
の
踏
み
込
み
は
不
十
分
で
あ
る
。

第
二
、
「
脳
死
」
の
定
義
と
判
定

　
日
弁
連
も
、
医
学
的
に
見
て
脳
死
状
態
が
存
在
す
る
こ
と
は
認

め
る
。

　
中
間
意
見
が
従
前
の
脳
死
の
定
義
を
緩
和
し
た
こ
と
に
賛
成
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
む
し
ろ
、
よ
り
厳
格
に
「
全
脳
の
壊
死
」

を
も
っ
て
定
義
と
す
べ
き
で
あ
る
。

　
判
定
基
準
も
、
よ
り
厳
格
な
、
脳
循
環
、
代
謝
の
途
絶
を
確
認

す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
判
定
基
準
の
統
一
化
も
必
要
で
あ
る

と
考
え
る
。

　
判
定
方
法
は
、
よ
り
厳
格
か
つ
慎
重
な
も
の
と
す
べ
き
で
あ
る
。

第
三
、
現
状
で
は
、
「
脳
死
」
を
人
の
死
と
認
め
る
こ
と
は
適
当

　
で
な
い
。

1
、
社
会
的
合
意
の
必
要
性
と
そ
の
未
成
立

　
三
等
候
死
に
よ
る
人
の
死
の
判
定
は
、
法
的
に
も
社
会
的
に
も

安
定
し
た
も
の
で
あ
り
、
い
ま
「
脳
死
」
を
人
の
死
と
認
め
る
に

は
、
新
た
な
社
会
的
合
意
の
成
立
が
必
要
で
あ
る
。

　
中
間
意
見
は
、
そ
の
社
会
的
合
意
は
成
立
し
つ
つ
あ
る
と
の
理

解
に
た
ち
、
人
の
死
と
す
る
こ
と
を
容
認
す
る
姿
勢
で
あ
る
。
日

弁
連
は
、
現
状
で
は
、
社
会
的
合
意
は
成
立
し
て
お
ら
ず
、
さ
ら

に
、
論
議
が
必
要
と
考
え
る
。

2
、
人
権
侵
害
の
危
険
性
、
と
く
に
ド
ナ
ー
本
人
の
意
思
が
無
視

　
さ
れ
る
危
険

　
な
お
、
「
脳
死
」
の
判
定
基
準
、
判
定
方
法
へ
の
疑
問
が
あ
り
、

ド
ナ
ー
本
人
の
意
思
に
基
づ
か
な
い
臓
器
摘
出
の
危
険
性
が
あ
る
。

3
、
現
行
諸
法
規
と
の
整
合
性
が
ほ
と
ん
ど
検
討
さ
れ
て
い
な
い
。

第
四
、
脳
死
状
態
か
ら
の
臓
器
移
植
に
つ
い
て

　
「
脳
死
」
を
人
の
死
と
す
る
社
会
的
合
意
の
な
い
現
段
階
で
は
、

脳
死
状
態
か
ら
の
臓
器
移
植
は
基
本
的
に
は
認
め
難
い
。

　
し
か
し
、
脳
死
状
態
を
十
二
分
に
理
解
し
、
真
摯
に
か
つ
明
確

に
臓
器
を
提
供
す
る
意
思
を
表
明
し
て
い
る
人
の
提
供
を
う
け
て

の
臓
器
移
植
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
刑
法
上
の
処
罰
に
値
す
る
か
ど

う
か
は
、
個
々
の
ケ
ー
ス
ご
と
の
慎
重
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

　
日
弁
連
は
、
と
く
に
ド
ナ
ー
本
人
の
明
確
な
意
思
を
重
視
し
つ

つ
、
中
間
意
見
の
少
数
意
見
の
四
つ
の
条
件
に
、
さ
ら
に
若
干
の

条
件
を
附
加
す
べ
き
と
考
え
る
。

第
五
、
脳
死
臨
調
の
あ
り
方
と
今
後
の
国
民
的
論
議
に
向
け
て

　
人
の
死
は
社
会
的
に
誰
に
も
納
得
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
し
、
「
脳
死
」
を
人
の
死
と
す
る
に
は
新
た
な
社
会
的
合

意
が
必
要
で
あ
る
。

　
脳
死
臨
調
は
、
十
分
な
国
民
的
論
議
が
つ
く
さ
れ
る
よ
う
、
そ

の
審
議
の
公
開
や
、
よ
り
多
く
の
公
聴
会
を
開
催
す
る
な
ど
、
各

界
の
意
見
を
聞
く
べ
き
で
あ
り
、
拙
速
に
結
論
を
ま
と
め
る
こ
と

の
な
い
よ
う
要
望
す
る
も
の
で
あ
る
。
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勇
士
9
ぬ

一一
9
勇
勇
勇

　
　
　
　
　
勇

　
　
叢
顛
類
秘

　
帆
顎
顔
頴
額
6

　
埼
玉
、
長
野
、
静
岡
の
各
県
で
、
仏
教
徒
大
会
が

盛
大
に
開
催
さ
れ
た
。

　
第
十
四
回
埼
玉
県
佛
教
徒
大
会
は
、
去
る
十
月
十

九
日
、
本
庄
市
の
本
庄
文
化
会
館
を
会
場
に
、
「
現

代
に
佛
教
を
活
か
そ
う
」
の
テ
ー
マ
の
も
と
約
六
百

人
の
参
加
者
を
集
め
開
催
さ
れ
た
。

　
午
前
十
時
か
ら
の
開
会
式
に
つ
づ
き
、
群
馬
県
長

徳
寺
住
職
・
酒
井
大
岳
師
が
「
生
き
る
よ
ろ
こ
び
」

と
題
し
て
記
念
講
演
を
行
っ
た
。

　
第
三
十
七
回
長
野
県
仏
教
徒
浅
間
大
会
は
、
去
る

十
月
二
十
五
日
「
法
界
平
等
一
人
は
す
べ
て
仏
の
子

で
あ
り
、
平
等
で
あ
る
」
を
テ
ー
マ
に
、
小
諸
市
・

文
化
セ
ン
タ
ー
で
約
一
千
人
の
参
加
者
に
よ
り
開
催

さ
れ
た
。

　
池
山
一
切
圓
県
仏
会
長
の
導
師
に
よ
る
法
要
に
つ

づ
い
て
、
式
典
が
行
わ
れ
た
後
、
薬
師
寺
三
主
・
高

田
好
胤
師
が
「
仏
教
の
母
な
る
心
を
か
た
る
」
の
演

題
で
、
記
念
講
演
を
行
っ
た
。

　
第
六
回
静
岡
県
仏
教
徒
大
会
は
、
去
る
十
月
二
十

五
日
、
「
い
ま
　
み
ち
し
る
べ
を
」
を
テ
ー
マ
に
、

浜
松
市
の
浜
松
市
福
祉
文
化
会
館
で
、
約
六
百
人
が

参
加
し
て
開
催
さ
れ
た
。

　
猪
俣
顕
忠
会
長
の
導
師
の
も
と
、
法
要
・
式
典
が

行
わ
れ
た
後
、
毎
日
新
聞
編
集
委
員
・
佐
藤
玄
翁
が

「
ゴ
リ
ラ
に
合
う
、
人
に
合
う
、
仏
に
合
う
」
と
題

し
て
記
念
講
演
を
行
っ
た
。

○
仏
旗
（
大
）

○
仏
旗
（
中
）

○
仏
旗
（
小
）

○
手
旗

○
法
輪
旗

た
て
蜘
㎝
よ
こ
㎜
㎝
四
五
、

た
て
9
0
㎝
よ
こ
塒
㎝
一
七
、

た
て
7
0
㎝
よ
こ
㎜
㎝
＝
二
、

た
て
3
5
㎝
よ
こ
5
0
㎝
　
八
、

た
て
9
0
㎝
よ
こ
塒
㎝
一
〇
、

○
○
○
円

○
○
○
円

○
○
○
円

○
○
○
円

○
○
○
円

お
申
し
込
み
は
全
日
本
仏
教
会
財
務
部

ゆψ◎Lφゆψ◎ψ◆ψφψゆゆ・ひゆ◇ゆ◆轡◇ψ◆ψrひψφゆ・●ψ．●ψ◎・
噛
9
奪
◆
奪
◆
奪
◆
ら
◆
曝
◆
ち
◆
奪
◆
奪
◆
も
◆
奪
◆
爆
◆
爆
◆
奪
◆
毒
◇
奄
◆
毒
◆
≠

美
璽
9
務
《
局
儲
録
薯
≦

1
十
一
月
一

十十十十
五四三一七五一
日日日日日日日

十
七
日
～
二
十
三
日

局
内
会
議

ル
ン
ビ
ニ
i
委
員
会

同
和
研
究
会

局
内
会
議

全
日
仏
婦
大
会
出
席

法
律
相
談
室

財
務
担
当
者
会
議

　
　
　
　
ネ
パ
ー
ル
出
張

一
九
九
一
年
十
二
月
一
日
発
行

　
　
　
　
十
二
月
号
　
第
三
七
四
号

　
十
入
日
　
財
務
担
当
者
会
議

　
十
九
日
　
大
阪
府
仏
教
徒
大
会
出
席

　
二
十
日
　
日
宗
連
「
宗
教
と
税
制
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」

二
十
日
～
二
十
三
日
　
W
F
B
執
行
委
員
会

二
十
五
日
　
局
内
会
議

　
　
　
　
　
都
道
府
県
仏
教
会
代
表
者
会
議

近
藤
　
脱
巌
（
元
全
仏
理
事
）

十
一
月
六
日
、
七
十
一
歳
で
遷
化

元
高
野
山
真
言
宗
宗
務
総
長

発
行
人
　
石
　
上
　
智
　
康
　
　
発
行
所
　
財
団
法
人
　
全

日
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